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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
電
力
料
金
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
電
力
料
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

大
口
電
力
料
金
の
一
Ｋ
Ｗ
Ｈ
当
り
の
收
入
は
、
そ
の
他
の
一
般
料
金
に
比
し
か
な
り
低
く
な
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
般

電
燈
及
び
小
口
電
力
等
に
比
し
て
経
費
が
僅
少
で
済
む
こ
と
と
送
配
電
上
の
ロ
ス
率
が
低
い
こ
と
に
よ
る
、
原
価
計
算
上
の

結
果
に
基
く
も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




